
 

 

 

令和６年６月１日現在 

（１） 基本料金 ｛要介護｝ 

 

看護職員の場合                              

時間 
１回あたりの 

基本単位 

基本料金 

１割負担の

場合 

２割負担の

場合 

３割負担の

場合 

２０分未満 

（週１回以上、２０分以上の訪問看護を実施している方のみ） 
３１４単位 

３，２０５円 

３２１円 ６４１円 ９６２円 

３０分未満 ４７１単位 
４，８０８円 

４８１円 ９６２円 1,443円 

３０分以上１時間未満 ８２３単位 
８，４０２円 

８４１円 1,681円 2,521円 

１時間以上１時間３０分未満 １,１２８単位 
１１，５１６円 

1,152円 2,304円 3,455円 

 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 

時間 
１回あたりの 

基本単位 

基本料金 

１割負担の

場合 

２割負担の場

合 

３割負担の

場合 

２０分（１回） ２９４単位 
３，００１円 

３０１円 ６０１円 ９０１円 

４０分（２回） ２９４単位×２回（５８８単位） 
６，００３円 

６０１円 1,201円 1,801円 

６０分（３回） ２６５単位×３回（７９５単位） 
８，１１６円 

８１２円 1,624円 2,435円 

８０分（４回） ２６５単位×４回（１,０６０単位） 
１０，８２２円 

1,083円 2,165円 3,247円 

※ 理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを

中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものとなります。 

※ 時間は２０分で１回分となります。 

※ １日に２回を超える訪問は１回につき９０／１００に相当する単位数となります。 

※ １週間に最大６回までの利用となります。 

  



 

 

 

 ｛要支援｝ 

看護職員の場合                              

時間 
１回あたりの 

基本単位 

基本料金 

１割負担の

場合 

２割負担の

場合 

３割負担の

場合 

２０分未満 

（週１回以上、２０分以上の訪問看護を実施している方のみ） 
３０３単位 

３，０９３円 

３１０円 ６１９円 ９２８円 

３０分未満 ４５１単位 
４，６０４円 

４６１円 ９２１円 1,382円 

３０分以上１時間未満 ７９４単位 
８，１０６円 

８１１円 1,622円 2,432円 

１時間以上１時間３０分未満 １，０９０単位 
１１，１２８円 

1,113円 2,226円 3,339円 

 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 

時間 
１回あたりの 

基本単位 

基本料金 

１割負担の

場合 

２割負担の

場合 

３割負担の 

場合 

２０分（１回） ２８４単位 
２，８９９円 

２９０円 ５８０円 ８７０円 

４０分（２回） ２８４単位×２回（５６８単位） 
５，７９９円 

５８０円 1,160円 1,740円 

６０分（３回） １４２単位×３回（４２６単位） 
４，３４９円 

４３５円 ８７０円 1,305円 

８０分（４回） １４２単位×４回（５６８単位） 
５，７９９円 

５８０円 1,160円 1,740円 

※ 理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを

中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものとなります。 

※ 時間は２０分で１回分となります。 

※ １日に２回を超える訪問は１回につき５０／１００に相当する単位数となります。 

※ １週間に最大６回までの利用となります。 

※ 利用開始日の属する月から１２月を超えて利用者に介護予防訪問看護を行った場合は、      

１回につき５単位の減算となります。 



 

 

 

（２）加算料金   

基本料金に対する加算料金は以下のとおりです。              

加算の種類 加算単位 

加算料金  

加算の要件 1割負担の 

場合 

2割負担の 

場合 

3割負担の

場合 

初回加算Ⅰ ３５０単位 

３，５７３円 新規に訪問看護計画を作成

した利用者に退院日に訪問

看護を提供した場合 ３５８円 ７１５円 1,072円 

初回加算Ⅱ ３００単位 

３，０６３円 新規に訪問看護計画を作成

した利用者に退院日以降に

訪問看護を提供した場合 ３０７円 ６１３円 ９１９円 

退院時共同 

指導加算 
６００単位 

６，１２６円 退院または退所につき､共同

指導を実施した場合(※特別

な管理を要する利用者の場

合は 2回まで) 
６１３円 1,226円 1,838円 

夜間･早朝加算 

１回あたり 

基本単位の 

２５％ 

基本料金の２５％ 
６時～８時または１８時～

２２時に訪問した場合 

深夜加算 

１回あたり 

基本単位の 

５０％ 

基本料金の５０％ 
２２時～６時に訪問した 

場合 

サービス提供 

体制強化加算Ⅰ 

１回あたり 

６単位 

６１円 ｢別に厚生労働大臣が定める

基準｣を満たす事業所である

場合【全利用者に算定】 ７円 １３円 １９円 

サービス提供 

体制強化加算Ⅱ 

１回あたり 

３単位 

３０円 
｢別に厚生労働大臣が定める

基準｣を満たす事業所である

場合【全利用者に算定】 ３円 ６円 ９円 

看護体制 

強化加算Ⅰ 

（要介護） 

１ヵ月あたり 

５５０単位 

５，６１５円 
｢別に厚生労働大臣が定める

基準｣を満たす事業所である

場合【要介護者に算定】 
562円 1,123円 1,685円 

看護体制 

強化加算Ⅱ 

（要介護） 

１ヵ月あたり 

２００単位 

２，０４２円 
｢別に厚生労働大臣が定める

基準｣を満たす事業所である

場合【要介護者に算定】 205円 409円 613円 

看護体制 

強化加算 

（要支援） 

１ヵ月あたり 

１００単位 

１,０２１円 
｢別に厚生労働大臣が定める

基準｣を満たす事業所である

場合【要支援者に算定】 103円 205円 307円 



 

 

 

加算の種類 加算単位 

加算料金 

加算の要件 1割負担の 

場合 

2割負担の 

場合 

3割負担の

場合 

長時間訪問 

看護加算 

１回あたり 

３００単位 

３，０６３円 

特別管理加算の対象者に対

し､1 回の訪問時間が 1 時間

30分を超える場合 
１回あたり 

３０７円 

１回あたり 

６１３円 

１回あたり 

９１９円 

複数名訪問 

加算 

【同意者のみ】 

（３０分未満） 

２５４単位 

２，５９３円 「別に厚生労働大臣が定め

る基準｣(①身体症状など､②

暴力行為など､③その他)の

いずれかに該当する場合､同

時に複数の看護師などが 1

人の利用者に計画的に訪問

看護を行ったときに､2人目

の従業者の所要時間により

加算する｡ 

２６０円 ５１９円 ７７８円 

（３０分以上） 

４０２単位 

４，１０４円 

４１１円 ８２１円 1,232円 

緊急時訪問 

看護加算Ⅰ 

【同意者のみ】 

１ヵ月あたり 

６００単位 

６，１２６円  

緊急時の訪問看護を必要に

応じて行う場合 １ヵ月あたり

６１３円 

１ヵ月あたり

1,226円 

１ヵ月あたり

1,838円 

※緊急訪問を行った場合は、所要時間に応じた基本料金がかかります。 

※１ヶ月以内に２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の加算を算定します。 

特別管理加算 

（Ⅰ） 

１ヵ月あたり 

５００単位 

５，１０５円 在宅悪性腫瘍患者指導管

理・在宅気管切開患者指導管

理を受けている利用者や気

管カニューレ・留置カテーテ

ルを使用している利用者の

場合 

1 ヵ月あたり 

511円 

1 ヶ月あたり 

1,021円 

1 ヶ月あたり 

1,532円 

（Ⅱ） 

１ヵ月あたり 

２５０単位 

２，５５２円 在宅酸素・人工肛門・褥瘡な

ど、特別な管理を必要とする

利用者の場合 1 ヵ月あたり 

256円 

1 ヵ月あたり 

511円 

1 ヶ月あたり 

766円 

 

 

 

 

 



 

 

 

加算の種類 加算単位 

加算料金 

加算の要件 1割負担の 

場合 

2割負担の 

場合 

3割負担の

場合 

看護･介護職員 

連携強化加算 

１ヵ月あたり 

２５０単位 

２，５５２円 
訪問介護事業所と連携し、痰

の吸引などが必要な利用者

に対し、訪問看護師が計画の

作成や訪問介護職員に対す

る助言などの支援を行った

場合 

1 ヵ月あたり 

256円 

1 ヵ月あたり 

511円 

1 ヵ月あたり 

766円 

ターミナル 

ケア加算 

【同意者のみ】 

当該月あたり

２，５００ 

単位 

２５，５２５円 
在宅で死亡された利用者に

ついて、死亡日および死亡日

前１４日以内に２日以上の

ターミナルケア（終末期看

護）を行った場合。（ターミ

ナルケアを行った後、２４時

間以内に在宅以外で死亡し

た場合を含む） 

当該月あたり 

2,553円 

当該月あたり 

5,105円 

当該月あたり 

7,658円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（３）医療保険の給付対象 

  利用者の急性増悪などにより、主治医から一時的に頻回な訪問看護を行う必要がある旨の特別

訪問看護指示書の交付があった場合は、交付日から１４日間に限り、医療保険の扱いとなります。 

 

（４）交通費 

 ① サービスを提供する地域の利用者は交通費を負担する必要はありません。 

② 通常の事業の実施地域を超えて訪問看護を実施した場合については、通常の事業の実施地域

を超えた距離１キロメートル（当該距離に１キロメートル未満の端数があるときは、これを１

キロメートルとする）につき５０円を乗じて得た額を加算します。 

③ 医療保険に切りかわった場合、交通費が発生します。（１回につき３００円） 

 

 

（５）その他利用料金 

① 死後の処置を行う場合は、処置料として１１，０００円をお支払いいただきます。 

② 居宅において、訪問看護を実施するために使用する水道・ガス・電気・電話の費用は負担し

ていただきます。 

 ③ 訪問看護利用料支払証明書の発行をご希望の際は 1通につき１，１００円を請求いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


